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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年４月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年７月３０日 １３時３０分ごろ 

発生場所 静岡県牧之原市相良港南西方沖 

 相良港東防波堤灯台から真方位２１６°１,０７０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４０.７′ 東経１３８°１２.３′） 

事故の概要  水上オートバイＭＩＫＩ
ミ キ

７×８及び水上オートバイＫＯＵＴＡ
コ ウ タ

２８

は、共に北東進中、両船が衝突した。 

ＫＯＵＴＡ２８は、船長が負傷し、船尾部外板に亀裂等を生じ、ま

た、ＭＩＫＩ７×８は、船首部外板に破口を伴う擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和５年８月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ ＭＩＫＩ７×８、０.２トン 

２４１－２１０４８静岡、個人所有 

３.０２ｍ（Lr）×１.１２ｍ×０.４５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１８３.９kＷ、平成２９年９月 

Ｂ 水上オートバイ ＫＯＵＴＡ２８、０.２トン 

２５０－５９１９４静岡、個人所有 

２.９９ｍ（Lr）×１.２２ｍ×０.６０ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１９３.００kＷ、平成３０年７月 

（写真１ 参照） 
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写真１ Ｂ船の外観 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５３歳 

特殊小型船舶操縦士 

 免許登録日 令和２年８月４日 

免許証交付日 令和２年８月４日 

（令和７年８月３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ４３歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

 免許登録日 令和４年１月２０日 

免許証交付日 令和４年１月２０日 

（令和９年１月１９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に破口を伴う擦過傷 

Ｂ 船尾部外板に亀裂、操縦席後部の脱落等（写真２参照） 
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写真２ Ｂ船の損傷状況 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波向 南、波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、また、Ｂ船は、船長Ｂが１人で

乗り組み、他の水上オートバイ２隻（以下「Ｃ船」、「Ｄ船」とい

う。）と共に、遊走の目的で、Ｃ船の船長（以下「船長Ｃ」という。）

が先導役となり、令和５年７月３０日１３時００分ごろ相良港坂井平

田地区を出発した。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、Ｃ船が相良海岸東方沖にある離岸堤の南端付

近で停船したので、Ｃ船に接近してそれぞれ停船し、船長Ｃと打合せ

を行い、相良海岸と離岸堤の間を離岸堤に沿って北東進し、離岸堤の

北端付近にある遊泳区域の手前で右転し、離岸堤の間から離岸堤の東

側に出て帰航することとした。 

 船長Ｃら３人は、Ｄ船がまだ到着していなかったものの、いずれ追

いつくと思い、Ｃ船に続き、Ｂ船、Ａ船の順で、離岸堤に沿って帰航

を始めた。 

 船長Ａは、Ｂ船の約５０ｍ後方やや右舷寄りを追走し、約６０km/h

の速力（対地速力、以下同じ。）で北東進中、ふと後続のＤ船が追い

ついているかが気になり、Ｄ船を探そうと右舷側から後方を向いたの

ち、Ｂ船が停船したが、Ｂ船が停船したことに気付かなかった。 

船長Ａは、そのまま航行を続け、前方に視線を戻してＢ船が前方至

近となっていることに気付いたものの、１３時３０分ごろ、相良港南

西方沖で、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

 船長Ｂは、Ｃ船の後方やや左舷寄りを追走し、約５０km/h の速力で

北東進中、遊泳区域の手前に達したので、離岸堤の東側に向かおうと

考えたが、離岸堤の間が狭かったので、一旦停船してから右舵を取



- 4 - 

り、増速しながら右転して離岸堤の間を通過することとした。 

船長Ｂは、Ａ船が後方から接近していることに気付かないまま、ス

ロットルレバーから手を離してＢ船を停船させ、右舷側を向いてＡ船

が後方至近となっていることに気付いたものの、Ｂ船とＡ船とが衝突

した。 

 船長Ｂは、自力で航行して離岸堤の間を通過したものの、離岸堤の

東側の波が高くなってきていたので自力での航行を諦め、Ｄ船の船長

の要請に応じて来援した他の水上オートバイがＢ船をえい
．．

航し、船長

Ｃらと共に相良港坂井平田地区に戻り、救急車で病院に搬送され、右

大腿骨転子部開放骨折と診断された。 

 本事故の発生は、１４時０３分ごろ、消防局によって、海上保安庁

に通報された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａ及び船長Ｂは、小型船舶操縦免許証を取得したのち、夏季の

シーズン中に、月に１回程度水上オートバイに乗船しており、本事故

当時、飲酒はしておらず、健康状態は良好であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、相良港南西方沖において、Ｂ船の後方を追走しながら北東

進中、船長Ａが、Ｂ船が停船したことに気付かず、そのまま航行を続

けたことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、後続のＤ船が追いついているかが気になり、Ｄ船を探そ

うと右舷側から後方を向いたことから、Ｂ船が停船したことに気付か

なかったものと考えられる。 

Ｂ船は、相良港南西方沖において、Ｃ船の後方を追走しながら北東

進中、船長Ｂが、Ａ船が後方から接近していることに気付かず、Ｂ船

を停船させたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、遊泳区域の手前に達し、離岸堤の東側に向かおうとした

際、一旦停船してから右舵を取り、増速しながら右転して離岸堤の間

を通過することとしたことから、スロットルレバーから手を離してＢ

船を停船させたものと考えられる。 

船長Ｂは、Ｂ船を停船させたのち、右舷側を向いてＡ船が後方至近

となっていることに気付いたことから、Ｂ船を停船させる前に、後方

の状況確認をしていなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、相良港南西方沖において、Ａ船がＢ船の後方を追走し、

Ｂ船がＣ船の後方を追走しながら共に北東進中、船長Ａが、Ｂ船が停

船したことに気付かず、そのまま航行を続け、また、船長Ｂが、Ａ船

が後方から接近していることに気付かず、Ｂ船を停船させたため、両
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船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイの操縦者は、複数の水上オートバイと遊走する場

合、水上オートバイ同士で接近して航行しないこと。 

・水上オートバイの操縦者は、複数の水上オートバイで連れ立って

遊走する場合、航行中のルールを決めたり、合図を決めたりし

て、互いの行動を把握できるよう準備をしておくこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和５年７月３０日 

 １３時３０分ごろ発生） 

Ａ船 

Ｂ船 

相良港東防波堤灯台 

相良港 

静岡県 

相良港 

坂井平田地区 

牧之原市 

静岡県 

船長Ａ及び船長Ｂの 

口述による航行経路 


